
瀬戸市教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則を
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瀬戸市教育委員会規則第２号 

瀬戸市教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規   

則 

瀬戸市教育機関の職員の職の設置に関する規則（昭和６１年瀬戸市教育

委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において「教育機関」とは、瀬

戸市立学校設置条例（昭和３９年瀬戸市条例第

１５号）に規定する学校、瀬戸市立図書館条例

（昭和４５年瀬戸市条例第１９号）に規定する

瀬戸市立図書館（以下「図書館」という。）、

瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例（昭

和３７年瀬戸市条例第４号）に規定する公民館

（以下「公民館」という。）、瀬戸市立視聴覚

ライブラリー設置条例（昭和４９年瀬戸市条例

第２３号）に規定する瀬戸市立視聴覚ライブラ

リー（以下「視聴覚ライブラリー」という。）

をいう。 

第２条 この規則において「教育機関」とは、瀬

戸市市立学校設置条例（昭和３９年瀬戸市条例

第１５号）に規定する学校、瀬戸市立図書館条

例（昭和４５年瀬戸市条例第１９号）に規定す

る瀬戸市立図書館（以下「図書館」とい

う。）、瀬戸市公民館の設置及び管理に関する

条例（昭和３７年瀬戸市条例第４号）に規定す

る公民館（以下「公民館」という。）、瀬戸市

立視聴覚ライブラリー設置条例（昭和４９年瀬

戸市条例第２３号）に規定する瀬戸市立視聴覚

ライブラリー（以下「視聴覚ライブラリー」と

いう。）をいう。 
  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


